
第３回 岐阜県食品安全対策協議会
平成２２年度

平成２３年２月９日 １４：３０～１６：３０

岐阜県図書館 研修室１、２

より良いリスクコミュニケーションのあり方
～食中毒～



会議の内容

１．食中毒への不安と健康被害

２．食中毒について

４．食中毒関連のリスコミ、普及啓発

３．食中毒防止対策
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Q 食品の安全性について、あなたが不安に思う項目は何で
すか。あてはまるものをすべてあげてください。

県民へのアンケート調査結果

Ｈ22.8調査、回答者数：９３４名

食中毒

消費者の不安は、輸
入食品、農薬に向い
ている。



食中毒への不安と健康被害

輸入食品
残留農薬
食品添加物健康被害

食中毒

不安

消費者の不安は？

健康被害は？

• 消費者の不安は、輸入食品、残留農薬

• 現実に起こりうる食品の健康被害は・・・食中毒
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統計からみる食中毒（全国発生状況）

毎年、２万人の患者が発生



統計からみる食中毒（県内発生状況）
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会議の内容

１．食中毒への不安と健康被害

２．食中毒について

４．食中毒関連のリスコミ、普及啓発

３．食中毒防止対策



食中毒の分類

食
中
毒

細菌

その他

その他

毒素型

感染型

動物性

植物性

自然毒

ウイルス

サルモネラ、カンピロバクター、
腸炎ビブリオ 等

黄色ブドウ球菌、
ボツリヌス菌 等

病原大腸菌(O１５７)、セレウス菌、

ウェルシュ菌 等

フグ毒、貝毒 等

毒キノコ、ソラニン 等

ノロウイルス 等

アレルギー様食中毒、化学性食中毒

食中毒とは：食品を媒介して起こる急性の健康被害の総称



統計からみる食中毒（Ｈ２１全国月別原因物質別発生件数）
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統計からみる食中毒（Ｈ２１全国原因物質別発生件数）

カンピロバクター
345(37%)

ノロウイルス
288(31%)

サルモネラ
67(7%)

植物性自然毒
53(6%)

黄色ブドウ球菌
41(4%)

動物性自然毒
39(4%)

病原大腸菌
36(4%)

ウェルシュ
20(2%)

腸炎ビブリオ
14(1%)

セレウス菌
13(1%)

化学物質
13(1%)

その他
19(2%)
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統計からみる食中毒（Ｈ２１全国原因物質別患者数）



近年増加している食中毒（カンピロバクター）

469
428 447

558

645

416 416

509

345
491

2,247

1,850

1,369

1,048

1,289
1,491

1,545
1,6661,585

1,928

0

100

200

300

400

500

600

700

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

年

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

カンピロバクター発生件数

食中毒発生件数

全国カンピロバクター発生件数 全国食中毒発生件数



近年増加している食中毒（カンピロバクター）

症状

特徴

原因食品

潜伏期間

下痢、腹痛、発熱、嘔吐など

２～７日と長い

牛、鶏、豚などあらゆる動物の腸管内に存在

カンピロバクター食中毒は、日本で、発生件数が
最も多い（３４５件、患者２，２０６人（Ｈ２１））

生や加熱不十分な食肉を食べたことなどが原因と
されている。（鶏肉、鶏レバー、牛生レバー等）

少ない菌量（100個程度）で発症することがある

井戸水や谷水などの自然界に広く分布している

予防対策 食肉の生食を控え、中心部まで十分に加熱する



近年増加している食中毒（カンピロバクター）

平成２０年度 厚生労働省

検体名 カンピロバクター汚染率

牛レバー（生食用） 18.2%

ミンチ肉（鶏） 23.5%

鶏たたき 20.0%

カンピロバクター汚染実態調査

新鮮であっても
安心できない

！ そもそも・・・

・生食用食肉の衛生基準（厚労省）に

・出荷実績は、馬肉のみ（Ｈ２１実績）

適合したと畜場は、全国に数カ所

今日の食肉又は食鶏処理技術では、菌を１００％
除去することは困難とされています。



近年増加している食中毒（カンピロバクター）

平成２１年度 食品安全委員会

一食当たりの感染確率の平均値

生食する人 生食しない人

家庭で 1.97% 0.20%

飲食店で 5.36% 0.07%

年間平均感染回数 3.42回／人 0.364回／人

鶏肉の生食のリスクの推定

生食の低減（７０％）
加熱不十分（０．２％）
農場汚染（６％） ＜
調理時交差汚染（９％）

リスク低減のための対策（低減率）

効果が最も大きい

平成２１年度 食品安全委員会



近年増加している食中毒（カンピロバクター）

県モニターアンケート調査

Q あなたは、肉の鮮度に関係なく、生肉や加熱不足の肉を食べ
ると、食中毒が起こる可能性があることを知っていますか。
（H22.8調査、回答数：９２０名）

肉の生食のリスク
の認知度は高い

一方、カンピロバクター食中毒
発生件数は１位・・・

知らない
121
13%

知っている

７９９

８７％



近年増加している食中毒（カンピロバクター）

カンピロバクター食中毒の問題点

魚の生食を中心とした我が国古来の生食文化の影響もあり、加熱喫食
に関する普及啓発により十分な効果を得ることが困難な状況

肉の生食文化

カンピロバクターの不活化には７５℃1分の加熱が必要

加熱不十分な食品による食中毒の発生

生肉への警戒心の低さ
生肉のリスクの認知度は高いが、発生件数が多い



近年増加している食中毒（ノロウイルス）

全国ノロウイルス発生件数 全国食中毒発生件数
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近年増加している食中毒（ノロウイルス）

症状

原因食品

潜伏期間

嘔吐、腹痛、下痢、発熱など

２４～４８時間

ノロウイルスに汚染された二枚貝
二次的に汚染された食品（調理器具、手を介して汚染）

特徴

ノロウイルス食中毒は、日本で、患者数が最も多い
（患者１０，８７４人、２８８件（Ｈ２１））

食品中では増殖せず、人の腸管で増殖

消毒用アルコール、逆性せっけんは、あまり効果がない

直接効果のある、薬剤、ワクチンはない

特に冬期に多く発生

予防対策
下痢などの症状があるときは、調理をしない
食品は中心部までしっかり加熱



近年増加している食中毒（ノロウイルス）

ノロウイルス食中毒の主な原因食品・食事別発生状況の変化
（食品安全委員会）



近年増加している食中毒（ノロウイルス）

ノロウイルスは、冬期に多発して、主に２つにより広がる
と考えられる

調理従事者等により、食品または飲料水の汚染

カキなどの二枚貝の内臓（中腸腺）が汚染

井戸水などの給水源の汚染

ノロウイルスによる食中毒の広がり

食品から

人から人への感染

飛沫感染

手指などを介して



近年増加している食中毒（ノロウイルス）

ノロウイルス増殖

かき 海 便 、吐物

人に感染

手
洗
い
の
不
徹
底

人・人感染

食品に付着

加
熱
不
足

下痢便１ｇ中に
１０億個存在

１００個程度で
感染することも



近年増加している食中毒（ノロウイルス）

ノロウイルス食中毒の問題点

ノロウイルスの不活化には８５℃1分の加熱が必要

飲食店等で提供される料理、仕出し・弁当による食中毒事例の増加

二枚貝の中腸腺にウイルスが蓄積

加熱不十分な食品による食中毒の発生

ヒトからヒトへの感染事例の増加

生産海域での貝類の汚染

食品取扱者からの食品の二次汚染

患者便や吐物中のノロウイルスは、環境中で数週間
～数ヶ月間感染性を維持している
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25(3%)
事業所
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旅館
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家庭
95(11%)
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562(65%)

家庭内食中毒（Ｈ２１施設別発生件数）

多い？

少ない？

食中毒の発生場所は、
飲食店が圧倒的です
が・・・



家庭内食中毒

家庭内食中毒は、多い？少ない？

施設別発生件数

氷山の一角かも
・病院へかからなくても腹痛や嘔吐症状などの経験はありませんか？

・家庭で発生する食中毒少なくない

・家庭の台所を預かる人は、
飲食店同様、責任重大！

・実は食中毒だったのかも・・・

過去の家庭での食中毒発生件数(全国)

年 発生件数 全体との割合 順位

H21 95 11% ２位

H20 151 15% ２位

H19 128 13% ２位



食中毒予防の３原則

食中毒予防
３原則

１ つけない

３ やっつける

２ 増やさない

・すみやかに調理

・早く食べる

・十分な加熱

・手洗い

・冷蔵庫で保管

・食品毎ごと
に分けて保存

・調理器具、食器の消毒



会議の内容

１．食中毒への不安と健康被害

２．食中毒について

４．食中毒関連のリスコミ、普及啓発

３．食中毒防止対策



食中毒防止対策

監視計画

効率的かつ効果的な監視指導及び食品検査を実施する
ため、年度毎に策定

○営業施設に対する監視指導

○広域流通食品製造施設の監視指導

○集団給食施設に対する監視指導

監視計画に基づく監視指導の実施（Ｈ２１）

学校、病院、保育所等へ延べ６５１回立入（Ｈ２１）

複数の都道府県へ食品を流通させている施設へ延べ１，４３８回の監視指導（Ｈ２１）

表１のとおり、施設をランク分けし監視指導を実施



食中毒防止対策

レベル 主な業種 目標回数 施設数 目標数 実施数

1
飲食店営業（仕出し・弁当で１０００食以上の調理
施設、ホテル・旅館で収容人数１００名以上の施
設）、乳処理場、広域流通食品製造施設 等

2(回/年) 689 1,378 1,732

2
飲食店営業（レベル１以外の仕出し・弁当及びホ
テル・旅館、簡易宿所）、食肉販売業（細切行為
等のあるもの）、添加物製造業 等

1(回/年) 7,383 7,383 7,876

3
飲食店（一般食堂、その他）、缶詰又は瓶詰食品
製造業、食肉販売業（レベル２以外の施設） 等

0.5(回/年) 20,443 10,222 12,174

4
飲食店（自動販売機営業）、喫茶店営業（自動販
売機営業）、乳類販売業 等

0.2(回/年) 9,100 1,820 3,854

Ｓ 過去３年間に食品事故の発生があった施設 2(回/年) 44 88 86

計 37,659 20,890.5 26,772

表１ レベル別監視指導実施状況（H２１）

○集中監視
「夏期（７月）及び年末（１２月）食品一斉取締り」の実施



食中毒防止対策

食中毒発生時の県の対応

保健所

・事件の規模の把握（喫食状況調査、原因施設の特定）

・施設へ立入調査（衛生管理の状態、従事者の健康状態）

・検体の確保（残品、吐物、便）

・試験検査の実施

・被害者拡大防止対策（営業停止、原因食品の回収命令）

・情報提供（他の自治体、公表）

・再発防止対策（原因施設の衛生状態の改善指導）

○医療機関からの通報

○有症者からの通報

○食品提供者からの通報

○感染症として通報

○調査

○対策

食中毒の発生



会議の内容

１．食中毒への不安と健康被害

２．食中毒について

４．食中毒関連のリスコミ、普及啓発

３．食中毒防止対策



県民へのアンケート調査結果

Ｑ 「食中毒予防の３原則」を知っていますか。 回答者数：９２５名

知らない
２３．４％

聞いたことはあるが、
内容は知らない
２１．５％

よく知っている
２１．０％

聞いたことがあり、
内容をある程度
知っている
３４．２％
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65.8%

72.4%

63.9%

76.7%

84.3%

86.5%

80.7%

30.7%

調理前、食事前の手洗い

調理中の手洗い

食品ごとに分けて保存

新鮮な食材の購入

早く食べる

冷蔵庫で保管

中心部までよく火を通す

食器、調理器具の消毒

におい

県民へのアンケート調査結果

１
つ
け
な
い

２
増
や
さ
な
い

３
や
っ
つ
け
る

Ｑ 家庭で食中毒を予防するために、どんな対策をしていますか。次の中か
ら、あてはまるのものすべてあげてください。 Ｈ22.8調査、回答者数：９３２名

食
中
毒
予
防
の
３
原
則

※食中毒を起こす細菌に汚染された食品は、｢五感で判断できない｣



食中毒関連のリスコミ

食中毒予防の普及啓発、リスクコミュニケーション

○県の広報媒体等による啓発

○食中毒警報の発令

○ホームページによる情報発信

○リーフレットによる情報発信

○メールマガジンによる情報発信

○ジュニア食品安全クイズ大会

○出前講座

Ｈ２１年度は２回発令

Ｈ２１年度は食中毒で３回、９８人が参加

食中毒関連のクイズの作成

原因別予防方法など

原因別予防方法など

統計情報、原因別予防方法、事例紹介など

記者クラブへの情報提供、地デジなど



その他、リスクコミュニケーションに関するこ
と

意見交換の内容

（食中毒に関する）リスクコミュニケーション
の実施方法について

（食中毒に関する）リスクコミュニケーション
における情報提供の内容について


